
 

 

 
  

拡大窓口交渉：コロナウィルス対応の現状  
4 月 16 日（木）に原子力機構と拡大窓口交渉を行い「コロナウィルス対応の現状」

について説明を受け、議論を行いました。内容等について皆様にご報告いたします。 

以下、原研労組：[労組]、原子力機構：[機構]で表します。 

****************************************************************************** 
 
[機構]： コロナウィルス対応についての説明を行う。（詳細な内容は資料をご参照ください） 

まず、これまでの経緯については、イントラにコロナ対策のページがあり、そこに 

掲載している。 

2/25 に政府よりメッセージが出され、機構としても対応を行った。その後、 

学校、海外出張、帰国者などへの対応を行った。これらは政府の要請に対応したもの

で、主に予防的措置である。 

3/31 に東京都知事より外出自粛の要請が出され、東京事務所ではテレワークに 

切り替えた。 

4/7 には東京などで緊急事態宣言が出され、東京、播磨、柏などの事務所を一時 

閉鎖することとした。機構としても 4/7、9 に「勤務等行動方針」を出した。 

これは自治体の要請に応じたもので、拠点ごと、帰国者ごとの対応を行った。帰国者は

全て PCR 検査を受けることになっている。 

4/13 には茨城県でも外出自粛の要請が出された。機構としては、事業継続を考え

ながら、テレワークで業務ができる人は移行できるように準備を進めている。 

[労組]： 現在、コロナウィルスは収まる気配がない。機構では原子炉・核燃料施設等は人が 

いないといけない職場だと思うが、その対策が見えてこない。勤務体制を交代制にする

などの対応は検討しないのか？ 

[機構]： 事業継続計画を作成し、何を残していくか検討をしている。事業は継続する方向で、

縮小についてはまだ行わない。情勢を見て判断していく。 

[労組]： 自ら事業を縮小して対応していく訳ではなく、外的要因や情勢で判断していくという

ことで良いか？ 

[機構]： 職場の情勢に合わせて事業継続計画を作成し、検討している。 

[労組]： 原子炉やその他一般の施設でも点検要員は必要であるし、警備などは常駐している 

必要がある。どこかの職場で感染者が発生すると、その職場は全員が自宅待機になって

しまう恐れがあるのではないか？ 

[機構]： 自宅待機は全員が対象となるのかどうか、濃厚接触に当たるかどうかは、保健所など

の判断がないと何とも言えないところである。 

[労組]： 機構は全国に事業所があるため、地域によっても対応が変わってくると思うが、対応

は全て機構対策本部で考えているのか？先月は北海道で緊急事態宣言が出されたが、 
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幌延などではどのように対応をしていたのか？ 

[機構]： 知事の要請にしたがって適切に対応を行っていたと思う。 

[労組]： 「新型コロナウィルス感染症機構対策本部」は東海村の本部で会議を行っているの

か？もし茨城県でも緊急事態宣言が出されたら、どのように対応するのか決まっている

のか？本部も閉鎖となった場合は、各事業所の所長が対応の陣頭指揮に当たるのか？ 

[労組]： 感染者が出るのは時間の問題と思われるが、実際に出た場合、現場では何に従って 

対応をすれば良いのか？ 

[機構]： 基本的対処方針に従って対応をして欲しい。 

[労組]： コロナウィルス対応として、テレワーク、時差出勤、WebMail の拡充などは考えて

いるのか？ 

[機構]： 東京では先行してテレワーク勤務としている。テレワークは確認中で、拡充していく

方針で考えている。 

[労組]： WebMail は申請をすれば個人のスマホからも見えるはずで、利用する人が増えると

思う。数の制限は無いはずだが、申請が多いと手続きに時間がかかる可能性がある。 

添付ファイルを見ることはできるが、送ることはできないと聞いている。 

[労組]： 身近な話では、食堂に消毒液・エタノールは追加しないのか？食堂利用者は全員が 

カードリーダーを触ることになるし、多くの人が給茶機やサラダのドレッシングを使用

している。感染者が利用すると、多くの人が同じところを触ることになる。ドレッシン

グの後あたりに追加するのが良いのではないか？ 

[機構]： エタノールの数にも限りがあり、入口でまず消毒してもらって、食堂内へのウィルス

持ち込みを防止することを重視している。エタノールがなくなれば、今後は水で手洗い

をしてもらうことになる。また売店レジや正門受付では、ビニールシートを貼るなどの 

対策を行っている。 

[労組]： ちなみに海外に留学している人などは、現地の対応に従うのか？また、通常 4 月に

行っている放射線再教育などはどうするのか？再教育であれば、期限はまだ大丈夫だと

思うが、新人は新規教育を受けないと現場に入ることができないのでは？ 

[機構]： 海外留学の人には帰国するように呼びかけている、現地に残る人もいるようだが。 

放射線再教育はいつも通りには開催できないが、職場で行ってもらうか、研修所で行う

か何らかの対応をする必要がある。 

以 上 
 

****************************************************************************** 
 

コロナウィルス対応に関するご意見募集！ 
 

コロナウィルスへの対応のため、日々ご奮闘のことと存じます。原研労組では、コロ

ナウィルス対応に関連して、組合員の皆様のご意見を募集することといたしました。 

内容としては、機構の対応、労組に取り組んで欲しい活動、皆さんがお困りのこと、

社会情勢などに対してご自由にご意見等をお知らせください！ 

添付のご意見募集シートにご記入の上、genkenrouso@muse.ocn.ne.jp（原研労組

のメルアド）までご送付ください！ご意見は、随時、募集しております。それでは、皆

様の積極的なご回答をお待ちしております。 
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